
スマホ申請書作成サービス利用規約 

 

１ 利用規約の適用 

この利用規約は、新宿区（以下「当区」という。）が提供する、スマートフォン等を利用して各種

申請書を作成するサービス（以下「スマホ申請書作成サービス」という。）を利用する際における必

要事項を定めるものです。本規約は、本サービスを利用する全ての方に適用されます。 
 

２ 定義 

本規約で使用する用語の定義は以下のとおりです。 

(1) 「利用者」とは、本サービスを利用して各種申請書等の作成を行う者をいいます。 

(2) 「スマートフォン等」とは、本サービスを利用するために使用するスマートフォンまたはパソ

コン等をいいます。 

(3) 「申請等」とは、本サービスを利用して手続きを行う申請または届出をいいます。 

(4) 「申請書等」とは、本サービスを利用して作成する申請書または届書をいいます。 
 

３ サービスを利用できる者 

(1) このサービスは、新宿区地域振興部戸籍住民課（新宿区役所本庁舎１階）の窓口で申請等を行

おうとする方を対象に提供します。区内 10か所の特別出張所の窓口で申請等を行おうとする方は

利用できません。 

(2) このサービスを利用できる方は、申請等を行う本人、本人の法定代理人または本人から委任を

受けた任意代理人とします。 

(3) 申請等を行おうとする方が以下の方は利用できません。 

ア 国または地方公共団体の機関 

イ 特定事務受任者（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海

事代理士、行政書士） 

ウ 法人 
 

４ サービスの内容 

このサービスの利用手順は以下のとおりです。 

(1) 当区が指定するホームページに、利用者が自ら利用者の所有するスマートフォン等を用いてア

クセスします。 

(2) 利用規約に同意のうえ、利用者が作成しようとする申請書等を選択します。 

(3) 利用者が自ら、申請書等の情報をスマートフォン等に入力します。 

(4) 利用者のスマートフォン等の内部で申請書等の情報を記録したＱＲコードを作成し、当該 

ＱＲコードをスマートフォン等の内部に保存、または紙に印刷します。 

(5) 新宿区役所本庁舎に来庁し、１階ロビーに設置されたＱＲコードスキャナ、パソコン及びプリ

ンタを利用者が自ら操作し、事前にスマートフォン等の内部に保存、または紙に印刷したＱＲコ

ードを読み込むことにより申請書等を印刷します。 
 

５ 申請書等の情報の取扱い 

(1) スマートフォン等に入力した申請書等の情報は、スマートフォン等の内部でのみ処理され、イン

ターネット等の外部には一切送信されません。また、申請書等の情報は、スマートフォン等の内部

でＱＲコードを作成した後に、当該ＱＲコードの表示画面を閉じた際に自動消去されます。 

(2) 新宿区役所本庁舎１階に設置されたパソコンで読み込んだＱＲコード及び申請書等の情報は、申

請書等の印刷が完了した後に自動消去されます。 
 

６ サービス利用上の注意 

(1) 利用者は、自己の責任のもとで本サービスを利用するものとします。 

(2) スマートフォン等の内部で作成したＱＲコードには個人情報を含みます。当該ＱＲコードの管理

は利用者自らの責任において行うものとします。 

(3) このサービスは、当区の申請書等を作成する目的以外には使用できません。 
 

７ 民間事業者が提供するサービスの利用 

このサービスは、当区と協定を締結している民間事業者が提供するサービスを利用しています。当

該事業者は利用者の個人情報は一切取り扱いません。 
 

８ 免責事項 

本サービスの利用に際して発生した損害については、当区の故意または重過失がない限り責任を負

いません。 
 



９ その他 

(1) 本規約は、利用者の承諾を得ることなく変更することがあります。 

(2) 本規約には日本法が適用されるものとします。本サービスの利用に関連して当区と利用者間に生

じる全ての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として定めます。 

 

令和 ３年 １１月 １日 新宿区 


